
別
表
独
立
行
政
法
人
国
立
健
康
・
栄
養
研
究
所
の
項

中
「
第
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
十
二
条
第
一
項
」
に

改
め
、
同
表
独
立
行
政
法
人
産
業
安
全
研
究
所
の
項
中

「

独
立
行
政
法
人
産
業
安
全
研

究
所

独
立
行
政
法
人
産

成
十
一
年
法
律
第

条
第
一
項

業
安
全
研
究
所
法
（
平

百
八
十
一
号
）
第
十
二

」を 「
独
立
行
政
法
人
労
働
安

生
総
合
研
究
所

全
衛

独
立
行
政
法
人
労
働
安
全
衛
生
総
合
研
究

所
法（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
八
十
一
号
）

第
十
三
条
第
一
項

」に

改
め
、
同
表
独
立
行
政
法
人
産
業
医
学
総
合
研
究
所
の

項
を
削
る
。

平成˜Ÿ年š月š˜日 金曜日 (号外特第˜˜号)官 報

（
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
等

の
一
部
改
正
）

第
四
条

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
、
独
立
行
政
法

人
産
業
安
全
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
産
業
医
学
総
合

研
究
所
」
を
削
り
、「
独
立
行
政
法
人
林
木
育
種
セ
ン

タ
ー
」
の
下
に
「
、
独
立
行
政
法
人
労
働
安
全
衛
生
総

合
研
究
所
」
を
加
え
る
。

一

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令

（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
百
九
十
二
号
）
別
表
第

二
第
二
号

二

高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
施

行
令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
二
百
五
十
二
号
）
附

則
第
二
項
第
二
号

三

国
等
に
よ
る
環
境
物
品
等
の
調
達
の
推
進
等
に
関

す
る
法
律
第
二
条
第
二
項
の
法
人
を
定
め
る
政
令

（
平
成
十
二
年
政
令
第
五
百
五
十
六
号
）
第
一
号

（
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
著
作
物
に
係
る
登
録
の
特
例
に
関
す

る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
著
作
物
に
係
る
登
録
の
特
例
に

関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
六
十
一
年
政
令
第
二
百
八

十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
十
五
号
及
び
第
十
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。十

五

独
立
行
政
法
人
労
働
安
全
衛
生
総
合
研
究
所

十
六

削
除

（
研
究
交
流
促
進
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

研
究
交
流
促
進
法
施
行
令
（
昭
和
六
十
一
年
政

令
第
三
百
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。別

表
の
七
の
項
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
次
の
よ

う
に
改
め
る
。

七
か
ら
九
ま
で

削
除

（
計
量
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
七
条

計
量
法
施
行
令
（
平
成
五
年
政
令
第
三
百
二
十

九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
六
条
の
二
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

独
立
行
政
法
人
労
働
安
全
衛
生
総
合
研
究
所

（
大
学
等
に
お
け
る
技
術
に
関
す
る
研
究
成
果
の
民
間

事
業
者
へ
の
移
転
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一

部
改
正
）

第
八
条

大
学
等
に
お
け
る
技
術
に
関
す
る
研
究
成
果
の

民
間
事
業
者
へ
の
移
転
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令

（
平
成
十
年
政
令
第
二
百
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
第
十
八
号
及
び
第
十
九
号
を
次
の
よ
う
に

改
め
る
。

十
八

独
立
行
政
法
人
労
働
安
全
衛
生
総
合
研
究
所

十
九

削
除

（
産
業
技
術
力
強
化
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
九
条

産
業
技
術
力
強
化
法
施
行
令
（
平
成
十
二
年
政

令
第
二
百
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
十
号
及
び
第
二
十
一
号
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。

二
十

独
立
行
政
法
人
労
働
安
全
衛
生
総
合
研
究
所

二
十
一

削
除

（
独
立
行
政
法
人
の
組
織
、
運
営
及
び
管
理
に
係
る
共

通
的
な
事
項
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
十
条

独
立
行
政
法
人
の
組
織
、
運
営
及
び
管
理
に
係

る
共
通
的
な
事
項
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
二
年
政
令

第
三
百
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
電
波
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

電
波
法
施
行
令
（
平
成
十
三
年
政
令
第
二
百

四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
第
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

九

独
立
行
政
法
人
労
働
安
全
衛
生
総
合
研
究
所

（
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改

正
）

第
十
二
条

国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平

成
十
八
年
政
令
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
五
条
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

十
二

独
立
行
政
法
人
に
係
る
改
革
を
推
進
す
る
た

め
の
厚
生
労
働
省
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
二
十
五
号
。
以
下
「
平

成
十
八
年
独
法
改
革
厚
生
労
働
省
関
係
法
整
備

法
」
と
い
う
。）第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の

独
立
行
政
法
人
産
業
安
全
研
究
所
法
（
平
成
十
一

年
法
律
第
百
八
十
一
号
）
第
二
条
の
独
立
行
政
法

人
産
業
安
全
研
究
所
及
び
平
成
十
八
年
独
法
改
革

厚
生
労
働
省
関
係
法
整
備
法
附
則
第
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
独
立
行
政
法
人
産
業

医
学
総
合
研
究
所
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間

十
三

独
立
行
政
法
人
国
立
健
康
・
栄
養
研
究
所
の

職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
（
平
成
十
八
年
独
法
改

革
厚
生
労
働
省
関
係
法
整
備
法
の
施
行
の
日
の
前

日
ま
で
の
間
に
限
る
。）

第
二
章

経
過
措
置

（
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
施
行
令
の
適
用
に
関
す
る

経
過
措
置
）

第
十
三
条

独
立
行
政
法
人
に
係
る
改
革
を
推
進
す
る
た

め
の
厚
生
労
働
省
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律

（
以
下
「
整
備
法
」
と
い
う
。）の
施
行
前
に
独
立
行
政

法
人
産
業
安
全
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
産
業
医
学
総

合
研
究
所
（
以
下「
産
業
医
学
総
合
研
究
所
」と
い
う
。）

及
び
独
立
行
政
法
人
国
立
健
康
・
栄
養
研
究
所
を
退
職

し
た
者
に
関
す
る
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
施
行
令
第

十
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
独
立
行
政
法
人
産

業
安
全
研
究
所
及
び
産
業
医
学
総
合
研
究
所
を
退
職
し

た
者
に
あ
っ
て
は
独
立
行
政
法
人
労
働
安
全
衛
生
総
合

研
究
所
の
、
独
立
行
政
法
人
国
立
健
康
・
栄
養
研
究
所

を
退
職
し
た
者
に
あ
っ
て
は
独
立
行
政
法
人
国
立
健

康
・
栄
養
研
究
所
の
事
務
所
は
、
当
該
退
職
し
た
者
が

所
属
し
て
い
た
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年

法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
独

立
行
政
法
人
の
事
務
所
と
み
な
す
。

（
国
が
承
継
す
る
資
産
の
範
囲
等
）

第
十
四
条

整
備
法
附
則
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

国
が
承
継
す
る
資
産
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
財
務
大
臣

に
協
議
し
て
定
め
る
資
産
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
国
が
承
継
す
る
資
産
は
、
労
働

保
険
特
別
会
計
労
災
勘
定
に
帰
属
す
る
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
国
が
労
働
保
険
特
別
会
計
労
災

勘
定
に
お
い
て
現
金
を
承
継
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、

当
該
現
金
は
、
労
働
保
険
特
別
会
計
労
災
勘
定
の
歳
入

と
す
る
。

（
積
立
金
の
処
分
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
五
条

整
備
法
附
則
第
八
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り

独
立
行
政
法
人
労
働
安
全
衛
生
総
合
研
究
所
が
行
う
積

立
金
の
処
分
に
つ
い
て
は
、
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
前
の
独
立
行
政
法
人
の
組
織
、
運
営
及
び
管
理
に
係

る
共
通
的
な
事
項
に
関
す
る
政
令
第
五
条
か
ら
第
八
条

ま
で
及
び
別
表
の
規
定
は
、な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
令
第
五
条
第
一
項
中
「
独
立

行
政
法
人
」
と
あ
る
の
は
「
独
立
行
政
法
人
の
う
ち
、

独
立
行
政
法
人
に
係
る
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
厚
生

労
働
省
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八

年
法
律
第
二
十
五
号
。
以
下
「
整
備
法
」
と
い
う
。）附

則
第
八
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
独
立
行
政
法
人
労
働

安
全
衛
生
総
合
研
究
所
が
積
立
金
の
処
分
を
行
う
も
の

と
さ
れ
て
い
る
独
立
行
政
法
人
産
業
医
学
総
合
研
究
所

（
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
産
業
医
学
総
合
研
究
所
」

と
い
う
。）に
つ
い
て
は
、
独
立
行
政
法
人
労
働
安
全
衛

生
総
合
研
究
所
」と
、「
当
該
中
期
目
標
の
期
間
の
次
の
」

と
あ
る
の
は
「
独
立
行
政
法
人
労
働
安
全
衛
生
総
合
研

究
所
の
平
成
十
八
年
四
月
一
日
に
始
ま
る
」
と
、「
当
該

次
の
中
期
目
標
の
期
間
の
最
初
の
事
業
年
度
の
六
月
三

十
日
」
と
あ
る
の
は
「
同
年
六
月
三
十
日
」
と
、
同
令

第
六
条
第
一
項
中
「
独
立
行
政
法
人
」と
あ
る
の
は「
独

立
行
政
法
人
の
う
ち
、
産
業
医
学
総
合
研
究
所
に
つ
い

て
は
、
独
立
行
政
法
人
労
働
安
全
衛
生
総
合
研
究
所
」

と
、「
当
該
期
間
最
後
の
事
業
年
度
の
次
の
事
業
年
度
の

六
月
三
十
日
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
十
八
年
六
月
三
十

日
」
と
、
同
令
第
七
条
中
「
期
間
最
後
の
事
業
年
度
の

次
の
事
業
年
度
の
七
月
十
日
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
十

八
年
七
月
十
日
」
と
、
同
令
別
表
独
立
行
政
法
人
産
業

医
学
総
合
研
究
所
の
項
中
「
独
立
行
政
法
人
産
業
医
学

総
合
研
究
所
法
」
と
あ
る
の
は
「
整
備
法
附
則
第
八
条

第
八
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の

と
し
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
旧
独
立
行
政
法
人
産

業
医
学
総
合
研
究
所
法
」
と
す
る
。

（
産
業
医
学
総
合
研
究
所
の
解
散
の
登
記
の
嘱
託
等
）

第
十
六
条

整
備
法
附
則
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

産
業
医
学
総
合
研
究
所
が
解
散
し
た
と
き
は
、
厚
生
労

働
大
臣
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
解
散
の
登
記
を
登
記
所

に
嘱
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

登
記
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
嘱
託
に
係
る
解
散

の
登
記
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
登
記
記
録
を
閉
鎖
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
独
立
行
政
法
人
労
働
安
全
衛
生
総
合
研
究
所
が
承
継

す
る
資
産
に
係
る
評
価
委
員
の
任
命
等
）

第
十
七
条

整
備
法
附
則
第
九
条
第
二
項
の
評
価
委
員

は
、
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
任
命
す

る
。

一

財
務
省
の
職
員

一
人

二

厚
生
労
働
省
の
職
員

一
人

三

独
立
行
政
法
人
労
働
安
全
衛
生
総
合
研
究
所
の
役

員
（
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
産

業
医
学
総
合
研
究
所
の
役
員
）

一
人

四

学
識
経
験
の
あ
る
者

二
人

˜››
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